
ご遺族の手続きの流れ

　火葬後、落ち着いたら、市役所の窓口へお越しください。　関連する手続きは、次のページです。

滑川市役所
〒９３６－８６０１

　滑川市　寺家町１０４番地

◆市役所代表電話　　０７６－４７５－２１１１
◆開　庁　時　間

　　午前　８時３０分　～　午後　５時１５分
　　　（土曜・日曜・祝日、年末年始はお休みです）

おくやみ
◆死亡診断書（死亡届右側）の受取り、死亡届の記入
　医師からの証明が記載されていて、左側が死亡届の記入用紙になっています。

死　亡

◆火葬の予約
　葬儀会社を利用する場合、葬儀の日程決定後、葬儀会社が予約をします。

◆死亡届の提出
　・市役所窓口へ死亡届を提出　
　・火葬許可の申請、火葬許可証の受取り
　どちらも、親族の方、葬儀業者の方でも提出・申請
できます。

◆葬儀・火葬
　予約した火葬場で、火葬されます。
　火葬許可証が必要です。
　（納骨の際にも必要になります。）



本人確認書類（説明は表面）をお持ちください。
に関連するおもな手続き 課名の下に書いてある色は、窓口看板の色です。

ﾁｪｯｸ 手続き
手続き

できる方
必要なもの

手続き
期限

□

資格確認書の返却(お
持ちの方)
※喪主の方の申請に
より、葬祭費が支給
されます

・喪主
・ご遺族の方
など
・上記の代理
人

亡くなられた方の
・国民健康保険資格
確認書(お持ちの場合
のみ)
そのほか、
・届出者の本人確認
書類
・喪主またはご遺族
の振込口座がわかる
もの
＜場合によって＞
・会葬礼状
（無い方は葬儀費用の請
求書または領収書）

葬儀の翌日か
ら２年を経過
するまで

医療保健課
１階⑦
医療保険係
475-1339

□

保険料の還付、また
は追徴の手続き→手
続きされない方は普
通徴収（納付書払
い）

ご遺族の方な
ど

・通帳
・通帳届出印（追徴の場合）

還付（速やか
に）追徴（指定
なし　手続きさ
れない場合は納
付書となる）

税務課
１階⑤
市民税係
475-1265

□

資格確認書の返却(お
持ちの方)
※喪主の方の申請に
より、葬祭費が支給
されます

・喪主
・ご遺族の方
など
・上記の代理
人

亡くなられた方の
・後期高齢者医療資
格確認書
そのほか、
・届出者の本人確認
書類
・喪主またはご遺族
の振込口座がわかる
もの
＜場合によって＞
・会葬礼状
（無い方は葬儀費用の請
求書または領収書）

葬儀の翌日か
ら２年を経過
するまで

医療保健課
１階⑦
医療保険係
475-1339

□

保険料の還付、また
は追徴の手続き→手
続きされない方は普
通徴収（納付書払
い）

ご遺族の方な
ど

・通帳
・通帳届出印（追徴の場合）

還付（速やか
に）追徴（指定
なし　手続きさ
れない場合は納
付書となる）

税務課
１階⑤
市民税係
475-1265

国民年金の加入
者または受給者

□

年金事務所での手続
き
※市役所でも手続き
が可能な場合があり
ます（厚生年金期間を
含まず、請求者の住所
が滑川市内であるとき
など）

亡くなった方
と生計が同一
だった方

・年金手帳
・年金証書

未支給年金
は、年金支給
日の翌月初日
から5年以内

市民課 １階②
475-1304

□

被保険者証等の返却
・被保険者証
・負担割合証、負担
限度額認定証（お持ち
の方のみ）

ご遺族の方な
ど

・被保険者証等
・相続人の振込口座
がわかるもの

速やかに 高齢介護課 １階⑧
475-1429

□

保険料の還付、また
は追徴の手続き→手
続きされない方は普
通徴収（納付書払
い）

ご遺族の方な
ど

・通帳
・通帳届出印（追徴
の場合）

還付（速やか
に）追徴（指定
なし　手続きさ
れない場合は納
付書となる）

税務課
１階⑤
市民税係
475-1265

市税を口座振替
で納付していた

□

市県民税、固定資産
税、軽自動車税（種
別割）、国民健康保
険税の口座振替の変
更

ご遺族の方な
ど

・納税通知書
・通帳
・通帳届出印

速やかに

市税の未納があ
る

□ 納付、納税相談
ご遺族の方な
ど

・納税通知書 速やかに

原付・農耕作業
用車（トラク
ター等）を持っ
ている

□
名義変更または廃車
等の手続き

・相続人
・上記の代理
人

・ナンバープレート
・標識交付証明書
・届出者の本人確認
書類

当該年度内
（3月31日ま
で）

１階⑤
市民税係
475-1265

市内に土地や家
屋を所有してい
る

□
納税通知書等の受取
人の指定

相続人を代表
して固定資産
税の納税通知
の受領、納税
をする方

・戸籍等相続関係がわか
るもの（確認後返却。亡
くなられた方と同じ世帯
の方は不要）
・納税通知書
・届出者の本人確認書類

相続開始の日
から3か月以
内

１階⑥
資産税係
475-1273

亡くなられた方は、
下記にあてはまりますか？ 受付窓口

国民健康保険に
加入していた方

後期高齢者医療
資格確認書を
持っていた
(75歳以上の方)

介護保険被保険
者証等を持って
いた

税務課

１階④
納税係
475-1259

税

保険

高齢

1階

税



ﾁｪｯｸ 手続き
手続き

できる方
必要なもの

手続き
期限

障害者手帳･資格
証等を持ってい
た

□

手帳・資格証等の返却

・身体障害者手帳、療
育手帳、精神障害者保
健 福祉手帳　
・重度心身障害者等医
療費受給資格証
・一部負担金還付該当
者証
・障害者総合支援法ま
たは児童福祉法による
福祉サービスを受けて
いる方はその受給者証
・自立支援医療受給者
証（更生・育成・精
神）

ご遺族の方な
ど

・手帳
・受給者証
・マイナンバーカー
ド（お持ちの方）
※詳しくはお問い合
わせください
※身障者手帳のみ支
所でも可

速やかに 福祉課 １階⑪
20-1369

保育園・認定こ
ども園・幼稚園
等に入園してい
る子どもの保護
者または入園し
ている子ども

□

（保護者が亡くなら
れた場合）変更届

（入園児童が亡くな
られた場合）退園手
続き

入園児童の保
護者

速やかに

西館１階

⑩
475-1486

こども医療費受
給資格証を持っ
ていた

□ 受給資格証の返却 保護者の方 ・受給資格証 14日以内

児童手当の受給
者（保護者）ま
たは手当支給対
象者（子）

□

亡くなられた
方の配偶者の
方、保護者な
ど

児童扶養手当・
ひとり親家庭等
医療費助成制度
の受給者（保護
者）または受給
資格対象者
（子）

□

(受給者が亡く

なった場合)

ご遺族の方

(対象者が亡く

なった場合)

受給者の方

18歳以下（18歳
の誕生日を迎えた
後の３月31日まで
含む）の子どもが
いる方

□

児童扶養手当・ひと
り親家庭等医療費助
成制度についてご相
談ください

亡くなられた
方の配偶者の
方

未使用の新生児
紙おむつ購入券
をお持ちの方

□
新生児紙おむつ購入
券の返却

亡くなられた
方の保護者の
方

未使用の新生児紙お
むつ購入券

速やかに

特別児童扶養手
当の受給者（保
護者）または手
当支給対象者
（子）

□

（受給者(保護者)が
亡くなられた場合）
受給者の変更等の手
続き

（支給対象の方(子)
が亡くなられた場
合）喪失または減額
等の手続き

ご遺族の方な
ど

福祉課

東別館１階
㉗

475-1377

□ 就学援助制度の説明
ご遺族の方な
ど

□ 保護者変更の連絡
ご遺族の方な
ど

妊産婦医療費受
給資格証を持っ
ていた

□ 受給資格証の返却
ご遺族の方な
ど

・受給資格証 子育て応援課
西館１階⑩
475-1489

※　裏面（その他・証明書関係）もあります

亡くなられた方は、
下記にあてはまりますか？ 受付窓口

子育て応援課

西館１階⑩
475-1489

（受給者(保護者)が
亡くなられた場合）
受給者の変更等の手

続き

（支給対象の方(子)
が亡くなられた場

合）喪失または減額
等の手続き

詳しくはお問い合わ
せください

（必要なものはその
方の状況により異な

ります）

速やかに

※手続きが遅
れると支給済
手当を返還し
ていただく場
合があります

小・中学校の児
童生徒がいる方

詳しくはお問い合わ
せください

速やかに 教育総務課
西館３階㉓
475-1479

障がい

子ども

妊産婦

２階

子ども



ﾁｪｯｸ 手続き
手続き

できる方
必要なもの

手続き
期限

農地を持ってい
る

□ 所有者変更の届出
農地を相続し
た方

相続したことが証明
できるもの
（登記完了証、登記
変更後の登記など）
※詳しくはお問い合
わせください

権利取得を
知った日から
10か月以内

農業委員会
事務局

２階⑰
475-1443

農地を借りてい
る（相対契約）

□
耕作者変更・解約の
届出

農地を相続し
た方

詳しくはお問い合わ
せください

速やかに
滑川市農業

公社
476-0285

農地を借りてい
る（農地中間管
理事業での契
約）

□
耕作者変更・解約の
届出

農地を相続し
た方

詳しくはお問い合わ
せください

速やかに

農業委員会
事務局
または

滑川市農業
公社

２階⑰
475-1443（農業
委員会事務局）
476-0285（滑川
市農業公社）

森林を持ってい
る

□
森林の土地の所有者
届出

森林を相続し
た方

詳しくはお問い合わ
せください

相続開始の日
から90日以
内

農林課 ２階⑰
475-1443

犬を飼っている □ 飼い主変更
新しい飼い主
の方

30日以内 生活環境課

東別館１階

㉔
475-1374

住んでいた家が
空き家になった

□
空き家・空き地情報
バンクへの登録

ご遺族の方な
ど

市営住宅に入居
していた(死亡届
出後)

□

同居親族異動届入
居承継申請書(入居
者の承継がある場
合)

ご遺族の方 速やかに

墓地公園にお墓
を持っている

□
使用者が亡くなられ
た場合は、承継手続
き

ご遺族の方
・墓地使用許可証
※詳しくはお問い合
わせください

速やかに 都市計画課 ２階⑲
475-1453

亡くなった方が
上下水道を契約
していた

□

上下水道の中止ま
たは使用者の変更
届（使用継続の場
合）

ご遺族の方な
ど

※使用開始・中止は
Webからもお申込み
できます。「滑川市
上下水道使用開始お
よび中止」で検索し
てください。

速やかに 上下水道課 ２階⑳
475-1465

ﾁｪｯｸ 手続き
手続き

できる方
必要なもの

取得可能日の
目安

亡くなった方の
住民票（除票）
がほしい

□ 除票の交付申請

・亡くなった方
の住民票(除票)
を手続きに使用
する方
・上記の代理人

代理人が手続きする
場合、委任状が必要
です

死亡届提出日翌
営業日から取得
可能
(他市町村の窓
口で死亡届を提
出している場
合、提出日の翌
営業日から7営
業日程度経過後
取得可能)

亡くなった方の
戸籍がほしい

□ 戸籍の交付申請

・亡くなった方
と同じ戸籍に記
載されている
方、直系親族
・亡くなった方
の戸籍を手続き
に使用する方
・上記の代理人

・代理人が手続きす
る場合、委任状が必
要です

死亡届提出日の
５営業日後から
取得可能
(他市町村の窓
口で死亡届を提
出している場
合、14営業日
程度経過後取得
可能)

亡くなった方が
印鑑登録をして
いた

□ 印鑑登録の廃止 自動的に廃止
印鑑登録証（カー
ド）は処分してくだ
さい

亡くなった方が
マイナンバー
カードを持って
いた

□
マイナンバーカード
の返納

返納不要
亡くなった方のマイ
ナンバーカード

※しばらく保管
することをお勧
めします
（死亡に伴う手
続きで必要にな
る場合がありま
す）

亡くなった方の
税証明・固定資
産関係の証明が
ほしい

□
税証明・固定資産関
係の証明書申請

・相続人
・上記の代理
人

・亡くなった方の死
亡日が入った戸籍
・亡くなった方と申
請者の関係の分かる
戸籍
・申請者の本人確認
書類

税務課

１階⑤
市民税係
475-1265

１階⑥
資産税係
475-1273

亡くなられた方は、
下記にあてはまりますか？ 受付窓口

下記にあてはまりますか？ 受付窓口

都市計画課 ２階⑲
475-1453

市民課 １階①
475-1304

その他

証明書

※出生から死亡までの連続した戸籍謄本等の請

求は受付から交付までに時間を要します。


